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いじめに対する組織的対応 

 

 

                         

                  

 

 

                               

 

 

 

                                      

【重大事態】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補足】 

 

●  いじめの防止等のための基本的な方針 

 「解消している」状態とは、少なくとも次の２つの要件が満たされている必要がある。ただし、こ

れらの要件が満たされる場合であっても、必要に応じ、他の事情も勘案して判断するものとする。  

 

①  いじめに係る行為が止んでいること 

被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為 （インターネットを通じて行われるもの

を含む）が止んでいる状態が相当の期間継続していること。この相当の期間とは、少なくとも３

か月を目安とする。ただし、いじめの被害の重大性等からさらに長期の期間が必要であると判断

される場合は、この目安にかかわらず、学校の設置者又は学校いじめ対策組織の判断により、よ

り長期の期間を設定するものとする。  

 

②   被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと 

いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において、被害児童生徒がいじめの行為

により心身の苦痛を感じていないと認められること。被害児童生徒本人及びその保護者に対し、心

身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認する。 

【重大事態含む】 

事案発覚 

生徒指導部・担任 教頭・校長 

【 いじめ対策委員会 】 

◇構成委員 教頭・生徒指導主任・担任・養護教諭       

人権同和教育係・ＨＲ読書係・生徒支援チーフ 

 ［協力要請 ＋学校関係者評価委員・スクールカウンセラー等］ 

  

  ◇調査方針・方法の決定 

  ※目的，担当者，優先順位，期日等 

 

 

 ◇いじめ認知報告 

◇指導方針の決定・指導体制の確立 

  ※指導及び支援の対象と具体的な手立て 

 

 

 

 

 

 ◇事態収束（解消している状態）の判断 

調査・事実関係の把握 

いじめ解決への指導・支援 

継続指導・経過観察 


